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県
で
は
、
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
や
公
共
施

設
な
ど
に
あ
る
身
障
者
等
駐
車
場
を
本
当
に
必
要

と
し
て
い
る
方
が
利
用
し
や
す
い
環
境
を
整
備
す

る
た
め
、
障
が
い
者
、
高
齢
者
、
難
病
患
者
、
妊

産
婦
の
方
な
ど
に
対
し
て
、
当
該
駐
車
場
の
利
用

証
を
発
行
し
て
い
ま
す
。

　
４
月
か
ら
、
制
度
が
改
正
さ
れ
、
け
が
人
な
ど
、

歩
行
が
困
難
で
あ
る
た
め
に
特
別
な
配
慮
が
必
要

だ
と
認
め
ら
れ
る
方
も
期
限
付
き
で
対
象
に
な
り

ま
す
。

▼
申
請
に
必
要
な
書
類

　
医
師
の
診
断
書（
1
年
以
内
に
発
行
さ
れ
た
も
の
）

　
本
人
確
認
が
で
き
る
も
の
（
運
転
免
許
証
、
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
ま
た
は
学
生
証
な
ど
）

※
代
理
申
請
の
場
合
に
は
、
代
理
人
の
本
人
確
認

　
が
で
き
る
も
の
を
用
意
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
受
付
場
所　

　
福
祉
課　
障
害
福
祉
係

▼
申
請
期
間　

　
午
前
8
時
30
分
～
午
後
5
時
15
分

　
（
土
・
日
曜
日
、
祝
日
、
年
末
年
始
は
除
く
）

▼
問
い
合
わ
せ　
福
祉
課　
障
害
福
祉
係

　
☎
68
‐
２
２
１
１
（
内
線
１
２
６
）

▼
申
請
手
続
き
の
流
れ

①�

認
定
補
聴
器
専
門
店
ま
た
は
認
定
補
聴
器

技
能
者
が
在
籍
す
る
販
売
店
を
確
認

②�

認
定
補
聴
器
専
門
店
ま
た
は
認
定
補
聴
器

技
能
者
が
在
籍
す
る
販
売
店
で
補
聴
器
の

見
積
書
を
入
手

③�

助
成
金
の
交
付
申
請
書
を
提
出
（
補
聴
器

購
入
前
）

④
町
か
ら
助
成
金
の
交
付
決
定
通
知
書
を
送
付

⑤
補
聴
器
を
購
入

▼
助
成
額

　
対
象
経
費
の
２
分
の
１
（
千
円
未
満
切
り

捨
て
）
で
、
３
万
円
が
上
限
で
す
。

※�

同
一
申
請
者
に
対
す
る
助
成
金
の
交
付

は
、
１
回
限
り
で
す
。

　
加
齢
に
伴
う
聴
力
の
低
下
に
よ
り
他
者
と

の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
取
り
に
く
い
高

齢
者
に
対
し
、
補
聴
器
の
購
入
に
要
す
る
費

用
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

▼
対
象
者

　
次
の
要
件
を
す
べ
て
満
た
す
方

・�

町
内
に
居
住
し
て
お
り
、
町
の
住
民
基
本

台
帳
に
記
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

・
申
請
日
に
お
い
て
満
65
歳
以
上
で
あ
る
こ
と
。

・�

障
害
者
の
日
常
生
活
お
よ
び
社
会
生
活
を

総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
17

年
法
律
第
１
２
３
号
）
第
76
条
の
規
定
に
よ

る
補
装
具
費
の
支
給
（
補
聴
器
に
係
る
も
の

に
限
る
）
を
受
け
ら
れ
な
い
こ
と
。

・�

町
民
税
、
固
定
資
産
税
、
都
市
計
画
税
、

軽
自
動
車
税
、
国
民
健
康
保
険
税
お
よ
び

介
護
保
険
料
の
滞
納
が
な
い
こ
と
。（
徴

収
が
猶
予
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
）

▼
対
象
経
費

　
助
成
金
の
対
象
経
費
は
、
４
月
１
日
以
降

に
認
定
補
聴
器
専
門
店
ま
た
は
認
定
補
聴
器

技
能
者
が
在
籍
す
る
販
売
店
で
購
入
す
る
補

聴
器
お
よ
び
付
属
品
に
係
る
経
費
で
す
。
当

該
補
聴
器
に
係
る
診
察
に
要
す
る
経
費
は
対

象
経
費
に
含
ま
れ
ま
せ
ん
。

▼�

左
記
の
場
合
は
助
成
金
の
交
付
対
象
と
は

な
ら
な
い
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

①�

認
定
補
聴
器
専
門
店
ま
た
は
認
定
補
聴
器

技
能
者
が
在
籍
す
る
販
売
店
以
外
で
購
入

し
た
場
合

②�

補
聴
器
購
入
後
に
助
成
金
の
交
付
申
請
を

し
た
場
合

③
集
音
器
を
購
入
し
た
場
合

※�

認
定
補
聴
器
専
門
店
・
認
定
補
聴
器
技
能

者
は
、
公
益
財
団
法
人
テ
ク
ノ
エ
イ
ド
協

会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
確
認
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

※�
認
定
補
聴
器
専
門
店
と
は
、
公
益
財
団
法

人
テ
ク
ノ
エ
イ
ド
協
会
が
認
定
補
聴
器
専

門
店
登
録
簿
に
登
録
し
、
か
つ
、
認
定
証

書
を
交
付
し
て
い
る
補
聴
器
販
売
店
を
い

い
ま
す
。

※�

認
定
補
聴
器
技
能
者
と
は
、
公
益
財
団
法

人
テ
ク
ノ
エ
イ
ド
協
会
が
補
聴
器
に
関
す

る
知
識
お
よ
び
技
能
を
習
得
し
て
い
る
者

と
し
て
認
定
し
て
付
与
す
る
資
格
を
有
す

る
者
を
い
い
ま
す
。

⑥�

町
へ
実
績
報
告
書
・
助
成
金
の
交
付
請
求

書
を
提
出

⑦�

町
か
ら
助
成
金
の
交
付
額
確
定
・
助
成
金

の
交
付

▼
助
成
金
の
交
付
申
請
・
実
績
報
告
に
必
要

　
な
書
類

●�

交
付
申
請
時
（
補
聴
器
購
入
前
）
に
提
出

し
て
い
た
だ
く
書
類

・�

利
根
町
高
齢
者
補
聴
器
購
入
費
助
成
金
交

付
申
請
書
（
様
式
第
１
号
）

・�

見
積
書
（
補
聴
器
本
体
お
よ
び
付
属
品
の

金
額
な
ら
び
に
販
売
店
舗
名
が
確
認
で
き

る
も
の
）
の
写
し

●�

実
績
報
告
時
（
補
聴
器
購
入
後
）
に
提
出

し
て
い
た
だ
く
書
類

・�

利
根
町
高
齢
者
補
聴
器
購
入
費
助
成
金
実

績
報
告
書
（
様
式
第
３
号
）

・�

領
収
書
（
補
聴
器
本
体
お
よ
び
付
属
品
の

金
額
、
補
聴
器
の
購
入
日
な
ら
び
に
販
売

店
舗
名
が
確
認
で
き
る
も
の
。
宛
名
は
本

人
に
限
り
ま
す
）
の
写
し

　
助
成
金
の
申
請
書
類
は
、
福
祉
課
窓
口
で

配
布
し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
町
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
左
記
二

次
元
コ
ー
ド
）
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
こ

と
も
で
き
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ

　
福
祉
課 
高
齢
介
護
係

　
☎
68
‐
２
２
１
１
（
内
線
１
２
４
）

高
齢
者
補
聴
器
購
入
費
助
成
金　
※
購
入
前
に
申
請
が
必
要
で
す

い
ば
ら
き
身
障
者
等
駐
車
場
利
用
証

制
度
の
改
正

▼
申
請
手
続
き
の
流
れ

① 

認
定
補
聴
器
専
門
店
ま
た
は
認
定
補
聴
器

技
能
者
が
在
籍
す
る
販
売
店
を
確
認

② 

認
定
補
聴
器
専
門
店
ま
た
は
認
定
補
聴
器

技
能
者
が
在
籍
す
る
販
売
店
で
補
聴
器
の

見
積
書
を
入
手

③ 

助
成
金
の
交
付
申
請
書
を
提
出
（
補
聴
器

購
入
前
）

④
町
か
ら
助
成
金
の
交
付
決
定
通
知
書
を
送
付

⑤
補
聴
器
を
購
入

▼
助
成
額

　
助
成
金
の
額
は
、
対
象
経
費
の
２
分
の
１

（
千
円
未
満
の
端
数
切
捨
て
）
で
、
３
万
円

が
上
限
で
す
。

※ 

同
一
申
請
者
に
対
す
る
助
成
金
の
交
付

は
、
１
回
限
り
と
な
り
ま
す
。

高
齢
者
補
聴
器
購
入
費
助
成
金
※
購
入
前
に
申
請
が
必
要
で
す

　
加
齢
に
伴
う
聴
力
の
低
下
に
よ
り
他
者
と

の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
取
り
に
く
い
高

齢
者
に
対
し
、
補
聴
器
の
購
入
に
要
す
る
費

用
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

▼
対
象
者

　
助
成
金
の
交
付
対
象
者
は
、
次
の
要
件
を

す
べ
て
満
た
す
方
と
な
り
ま
す
。

・ 

町
内
に
居
住
し
て
お
り
、
町
の
住
民
基
本

台
帳
に
記
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

・
申
請
日
に
お
い
て
満
65
歳
以
上
で
あ
る
こ
と
。

・ 

障
害
者
の
日
常
生
活
お
よ
び
社
会
生
活
を

総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
17

年
法
律
第
１
２
３
号
）
第
76
条
の
規
定
に
よ

る
補
装
具
費
の
支
給
（
補
聴
器
に
係
る
も
の

に
限
る
）
を
受
け
ら
れ
な
い
こ
と
。

・ 

町
民
税
、
固
定
資
産
税
、
都
市
計
画
税
、

軽
自
動
車
税
、
国
民
健
康
保
険
税
お
よ
び

介
護
保
険
料
の
滞
納
が
な
い
こ
と
。（
徴

収
が
猶
予
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
）

▼
対
象
経
費

　
助
成
金
の
対
象
経
費
は
、
４
月
１
日
以
降

に
認
定
補
聴
器
専
門
店
ま
た
は
認
定
補
聴
器

技
能
者
が
在
籍
す
る
販
売
店
で
購
入
す
る
補

聴
器
お
よ
び
付
属
品
に
係
る
経
費
で
す
。
当

該
補
聴
器
に
係
る
診
察
に
要
す
る
経
費
は
対

象
経
費
に
含
ま
れ
ま
せ
ん
。

▼�

左
記
の
場
合
は
助
成
金
の
交
付
対
象
と
は

な
ら
な
い
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

① 

認
定
補
聴
器
専
門
店
ま
た
は
認
定
補
聴
器

技
能
者
が
在
籍
す
る
販
売
店
以
外
で
購
入

し
た
場
合

② 

補
聴
器
購
入
後
に
助
成
金
の
交
付
申
請
を

し
た
場
合

③
集
音
器
を
購
入
し
た
場
合

※ 

認
定
補
聴
器
専
門
店
・
認
定
補
聴
器
技
能

者
は
、
公
益
財
団
法
人
テ
ク
ノ
エ
イ
ド
協

会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
確
認
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

※ 

認
定
補
聴
器
専
門
店
と
は
、
公
益
財
団
法

人
テ
ク
ノ
エ
イ
ド
協
会
が
認
定
補
聴
器
専

門
店
登
録
簿
に
登
録
し
、
か
つ
、
認
定
証

書
を
交
付
し
て
い
る
補
聴
器
販
売
店
を
い

い
ま
す
。

※ 

認
定
補
聴
器
技
能
者
と
は
、
公
益
財
団
法

人
テ
ク
ノ
エ
イ
ド
協
会
が
補
聴
器
に
関
す

る
知
識
お
よ
び
技
能
を
習
得
し
て
い
る
者

と
し
て
認
定
し
て
付
与
す
る
資
格
を
有
す

る
者
を
い
い
ま
す
。

⑥ 

町
へ
実
績
報
告
書
・
助
成
金
の
交
付
請
求

書
を
提
出

⑦ 

町
か
ら
助
成
金
の
交
付
額
確
定
・
助
成
金

を
交
付

▼
助
成
金
の
交
付
申
請
・
実
績
報
告
に
必
要

　
な
書
類

● 

交
付
申
請
時
（
補
聴
器
購
入
前
）
に
提
出

し
て
い
た
だ
く
書
類

・ 

利
根
町
高
齢
者
補
聴
器
購
入
費
助
成
金
交

付
申
請
書
（
様
式
第
１
号
）

・ 

見
積
書
（
補
聴
器
本
体
お
よ
び
付
属
品
の

金
額
な
ら
び
に
販
売
店
舗
名
が
確
認
で
き

る
も
の
）
の
写
し

● 

実
績
報
告
時
（
補
聴
器
購
入
後
）
に
提
出

し
て
い
た
だ
く
書
類

・ 

利
根
町
高
齢
者
補
聴
器
購
入
費
助
成
金
実

績
報
告
書
（
様
式
第
３
号
）

・ 

領
収
書
（
補
聴
器
本
体
お
よ
び
付
属
品
の

金
額
、
補
聴
器
の
購
入
日
な
ら
び
に
販
売

店
舗
名
が
確
認
で
き
る
も
の
。
宛
名
は
本

人
に
限
り
ま
す
）
の
写
し

　
助
成
金
の
申
請
書
類
は
、
福
祉
課
窓
口
で

配
布
し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
町
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
左
記
二

次
元
コ
ー
ド
）
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
こ

と
も
で
き
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ

　
福
祉
課 
高
齢
介
護
係

　
☎
68
‐
２
２
１
１
（
内
線
１
２
４
）

利
根
町
難
病
療
養
者
見
舞
金

　
指
定
難
病
な
ど
に
よ
り
長
期
に
わ
た
り
治

療
を
要
し
、
療
養
を
必
要
と
す
る
方
に
難
病

療
養
者
見
舞
金
を
支
給
し
ま
す
。

▼
見
舞
金
の
支
給
対
象
者

・ 

県
か
ら
、
指
定
難
病
特
定
医
療
費
受
給
者

証
、
小
児
慢
性
特
定
疾
病
医
療
受
給
者
証

ま
た
は
先
天
性
血
液
凝
固
因
子
障
害
等
医

療
受
給
者
証
の
交
付
を
受
け
た
方

・
利
根
町
に
住
所
を
有
す
る
方

（
申
請
日
の
前
日
か
ら
起
算
し
て
6
カ
月
以
上

前
か
ら
引
き
続
き
住
所
を
有
す
る
こ
と
）

・ 

申
請
す
る
年
に
お
い
て
市
町
村
民
税
が
非

課
税
の
方

▼
申
請
に
必
要
な
も
の

・ 

指
定
難
病
特
定
医
療
費
受
給
者
証
、
小
児

慢
性
特
定
疾
病
医
療
受
給
者
証
ま
た
は
先

天
性
血
液
凝
固
因
子
障
害
等
医
療
受
給
者

証
の
う
ち
該
当
す
る
受
給
者
証
の
写
し

・ 

支
給
対
象
者
も
し
く
は
保
護
者
名
義
の
通

帳
や
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
の
写
し

▼
受
付
場
所

　
役
場
福
祉
課
に
て
随
時
受
け
付
け

▼
支
給
額
・
支
給
日

・
支
給
額
　
1
2
0
0
0
円
/
年

・
支
給
日
　
支
給
決
定
日
の
翌
月

※ 

受
給
２
年
目
以
降
の
方
に
は
９
月
下
旬
か

ら
10
月
上
旬
ご
ろ
に
現
況
届
を
お
送
り
い

た
し
ま
す
。
提
出
期
限
が
10
月
末
と
な
っ

て
お
り
ま
す
の
で
忘
れ
ず
に
ご
提
出
く
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暮らしの情報欄

11 令和 7 年 10 月（No.739）

施設名 施設内容 所在地 受け付け・問い合わせ
（市外局番 0297）

龍ケ崎市文化会館 大ホール、小ホール、リハーサル室、楽屋、
小会議室、和室、主催者事務室、映写室、親子室 馴馬町2612番地 ☎ 64-1411

龍ケ崎市歴史民俗資料館 多目的室 馴馬町2488番地 ☎ 64-6227

龍ケ崎市立中央図書館 馴馬町2630番地 ☎ 64-2202

龍ケ崎市総合福祉センター 高齢者福祉センター（集会室、ロビー、一般浴室） 川原代町5014番地 ☎ 62-5851

龍ケ崎市ふるさとふれあい公園 アトリエおよび窯室、温室、野外ステージ、ゲー
トボール場、多目的広場、ディスクゴルフ場 高須町4145番地 ☎ 62-7628

龍ケ崎市農業公園豊作村 レンタルファーム、総合交流ターミナル、
運動広場 板橋町440番地

☎ 60-1720

龍ケ崎龍ヶ岡市民農園 レンタルファーム 貝原塚町3005-1

龍ケ崎市都市公園（若柴公園） テニスコート 松葉6丁目1番地 たつのこアリーナ
☎ 64-8674
※たつのこステージ
道路公園課☎ 60-1554

龍ケ崎市都市公園（城南スポーツ公園） テニスコート 大徳町1318番地

龍ケ崎市都市公園（龍ヶ岡公園） テニスコート、たつのこステージ 中里3丁目1番地

龍ケ崎市総合運動公園 たつのこアリーナ、たつのこフィールド、
たつのこスタジアム、多目的広場 中里3丁目2番地1

たつのこアリーナ
☎ 64-8674

龍ケ崎市都市公園（北竜台公園） グラウンド、ディスクゴルフ場 小柴1丁目8番地1

龍ケ崎市小貝川市民運動公園 多目的広場、野球場 川原代町33番地1

龍ケ崎工業団地運動公園 ゲートボールコート、野球場 薄倉町2364番地1

龍ケ崎市横田川運動公園 サッカー場 平台5丁目13番地

龍ケ崎市羽原川運動公園 多目的広場 久保台1丁目20番地1

龍ケ崎市大正堀川運動公園 テニスコート、多目的広場、野球場 平台3丁目14番地

龍ケ崎市高砂運動広場 体育館、野球場 7053番地1

龍ケ崎市北文間運動広場 体育館、多目的広場、レクリエーションルーム 長沖町1490番地2

龍ケ崎市の施設

我孫子市の施設
施設名 所在地 受け付け・問い合わせ

我孫子市民図書館（アビスタ本館） 若松 26番地 4 ☎ 04-7184-1110

我孫子市民図書館（湖北台分館） 湖北台 9丁目 3番地 6 ☎ 04-7187-3055

我孫子市民図書館（布佐分館） 新々田 109番地 1 ☎ 04-7189-1311

　町民の皆さまの利便性向上と公共施設の利用促進・地域間交流を目的に、対象施設を利用することができます。
◆対象施設
　利用時間・利用方法などの詳細は、各市のホームページでご確認いただくか、各施設までお問い合わせください。

龍ケ崎市・我孫子市の公共施設が利用できます


